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教

育

●
中
学
校
卒
業
程
度
の
認
定
試
験

病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で

義
務
教
育
を
修
了
で
き
な
か
っ
た
方

に
、
中
学
校
卒
業
と
同
等
の
学
力
で

あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
試
験
で
す
。

合
格
す
る
と
高
等
学
校
の
入
学
資
格

が
取
得
で
き
ま
す
。
受
験
案
内
の
配

布
な
ど
詳
し
く
は
、
東
京
都
教
育

庁
義
務
教
育
課
☎
03-

５
３
２
０-

６
７
５
２
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。　
試
験
日
10
月
26
日（
木
）　
願

書
受
付
８
月
21
日
〜
９
月
８
日
に
文

部
科
学
省
で　
〈
学
務
係
〉

福
祉
・
健
康

●
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
期　
納
付
書
で
納
め
る

方
の
第
２
期
分
の
納
期
限
は
、
８
月

31
日（
木
）で
す
。納
付
に
は
、納
め
忘

れ
の
な
い
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
市
税
等
収
納

取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所（
介

護
福
祉
課
、
保
険
年
金
課
）で
、
振
替

を
希
望
す
る
納
期
限
の
45
日
前
ま
で

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。　
〈
介
護

福
祉
課
保
険
料
担
当
、
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
係
〉

●
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
休
日
窓
口
を
開
設　
日
時

８
月
20
日（
日
）の
午
前
９
時
〜
午
後

４
時　
場
所
市
役
所
介
護
福
祉
課
・

保
険
年
金
課　
〈
介
護
福
祉
課
保
険

料
担
当
、
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者

医
療
係
〉

●
出
張
ひ
ろ
ば　
お
も
ち
ゃ
で
遊
び

な
が
ら
親
子
で
交
流
し
ま
し
ょ
う
。

み
ん
な
で
歌
っ
た
り
パ
ネ
ル
シ
ア

タ
ー
を
見
た
り
す
る
時
間
も
あ
り
ま

す
。育
児
相
談
も
で
き
ま
す（
申
込
不

要
）。　

日
時
・
場
所
▽
８
月
18
日

（
金
）＝
武
蔵
野
会
館　
▽
９
月
15
日

（
金
）＝
福
島
会
館　
※
い
ず
れ
も
午

前
10
時
〜
11
時
30

分　

対
象
０
〜
３

歳
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者　
〈
子
育
て

ひ
ろ
ば
な
し
の
き

☎
543
６
７
１
６
〉

●
元
気
歯
つ
ら
つ
健
口
講
座　
安
全

で
楽
し
い
食
生
活
を
目
指
し
、
口
腔く

う

体
操
で
噛か

む
力
・
飲
み
込
む
力
を
向

上
し
て
誤
嚥え

ん

性
肺
炎
を
予
防
し
ま

し
ょ
う（
参
加
費
無
料
）。　
日
時
９

月
21
日
〜
10
月
26
日
の
木
曜
日（
全

６
回
）の
午
前
10
時
〜
正
午　

場
所

あ
い
ぽ
っ
く　
対
象
65
歳
以
上
の
方　

▼高齢者介護予防通所サービス
午前の部

10時30分～正午
午後の部

１時30分～３時
月 筋力トレーニング 健康維持体操

火 健康維持体操 筋力トレーニング音楽療法（基本クラス）
水 筋力トレーニング 筋力トレーニング

木 筋力トレーニング 健康維持体操
音楽療法

金 健康維持体操 健康維持体操音楽療法

定
員
20
人（
申
込
順
）　

申
込
８
月

１
日
か
ら
歯
科
医
師
会
事
務
所
☎
546

０
０
６
７（
平
日
の
午
前
10
時
〜
午

後
４
時
）へ　
〈
高
齢
サ
ー
ビ
ス
係
〉

●
高
齢
者
介
護
予
防
通
所
サ
ー
ビ
ス

左
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
希
望

者
に
は
栄
養
指
導（
月
２
回
）も
行
い

ま
す
。　
期
間
10
月
〜
12
月　
場
所

あ
い
ぽ
っ
く　
対
象
65
歳
以
上
の
方　

※
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

よ
り
生
活
機
能
低
下
に
該
当
し
た
方

を
除
く　
定
員
各
15
人（
多
数
抽
選
）　

参
加
費
１
回
250
円　
申
込
８
月
７
日

ま
で
に
あ
す
は
の
会
事
務
室（
あ
い

ぽ
っ
く
内
）へ　

※
電
話
・
郵
送
で

の
申
し
込
み
は
不
可　
そ
の
他
詳
し

く
は
、
同
会
事
務
室
☎

544
５
０
３
３
へ　
〈
介
護

保
険
係
〉

高額介護サービス費の利用者負担上限額が 
変更されます

　介護サービス費は、世帯の
収入などにより１か月の利用
者負担上限額が定められてい
ます。
◎上限額を変更
　利用者負担上限額が３万
7200円の方を対象に、８月
から利用者負担上限額が４万
4400円に変更されます。
◎経過措置
　平成32年７月31日までは、
65歳以上で利用者負担割合
が１割の方のみの世帯を対象
に、年額44万6400円を上限額
とします。
　なお、利用者負担割合が１

割の方は、次のとおりです。
＊住民税非課税の方
＊ 住民税課税であり、本人の
合計所得金額が160万円未
満の方

※ 合計所得金額が160万円以
上の方でも、同一世帯に65
歳以上の方（本人を含む）が
１人いる場合は「年金収入
額」＋「その他の合計所得金
額」が280万円、２人以上い
る場合は346万円を超えな
ければ、１割負担となりま
す。
☆詳しくは、介護保険係へ。

●
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
重
度

心
身
障
害
者
手
当
の
現
況
届
の
提
出

を　
現
在
受
給
中
の
方
に
現
況
届
を

送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
の
な
い

場
合
に
は
、
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
所

得
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
市
役
所
市

民
税
係
で
平
成
28
年
中
の
所
得
の
申

告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

29
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
方

は
、
前
住
所
地
で
発
行
し
た
29
年

度
課
税（
非
課
税
）証
明
書
が
必
要
で

す
。　
提
出
次
の
期
間
に
市
役
所
障

害
福
祉
係
、
あ
い
ぽ
っ
く
、
東
部
出

張
所
の
い
ず
れ
か
へ　
▽
特
別
障
害

者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
10
日
〜
９
月

11
日　
▽
重
度
心
身
障
害
者
手
当
＝

８
月
１
日
〜
31
日　
〈
障
害
福
祉
係
〉


